
 

＜概要＞
  1991年にイラクの包括的保障措置協定（INFCIRC/153）違反が発覚し、IAEAの保障措置は申告

された核物質に対しては有効であるが、未申告の核物質および原子力活動の存在を探知するには
不十分であることが指摘された。それをうけて未申告の核物質および原子力活動に対する新たな
法的権限を与える方法およびその手続きについてIAEA理事会で議論が重ねられ、その結果「モデ
ル追加議定書案」が作成され、1997年9月に署名のため開放された。2000年5月のNPT運用検討会
議において、包括的保障措置協定および追加議定書（Additional Protocol：AP（INFCIRC/540））
を一体化した文書として取り扱うことが合意された。追加議定書に規定されている措置と手段
は、包括的保障措置協定のそれと統合し運用することによって、十分な「保障措置の強化と合理
化」を可能にするものであり、そのため、包括的保障措置と追加的議定書に基づく新しい保障措
置を一体化した統合保障措置（Integrated Safeguards：IS）が提唱された。

＜更新年月＞ 
2006年12月   （本データは原則として更新対象外とします。）

 

＜本文＞
 １．追加議定書の歩み

  1991年にイラクの包括的保障措置協定（INFCIRC/153）違反が発覚し、IAEAの保障措置は申告
された核物質に対しては有効であるが、未申告の核物質および原子力活動の存在を探知するには
不十分であり、IAEAの保障措置を強化する必要性が指摘・検討された。1993年、IAEA事務局は
常設諮問委員会（SAGSI）の勧告および理事会の要請に従って、事務局プログラム案を理事会に
提出し、了承された。このプログラム案がいわゆる「プログラム93＋2計画」であり、1993年に
開始され1995年までの2年間で結論を出すことになっていたため、このように呼ばれた。

  1995年6月の理事会に、包括的保障措置協定の枠組み内で実施できる各種方策からなる第１部
と、新たなる法的権限が与えられて初めて実施可能となる、主として未申告の核物質および原子
力活動に対する方策をまとめた第2部から構成された、「93＋2計画」の最終報告書が提出され、
第1部は直ちに実施することが承認された。第2部については、IAEAに新たな法的権限を与える方
法およびその手続について理事会で議論が重ねられ、最終的に1996年6月、上記報告書第2部をモ
デル議定書の形に起草する為の委員会の設置が決定された。本委員会は、理事会で設定されたこ
の種の委員会の24番目にあたるため、通称24委員会（COM24）（正式名称は、「IAEA保障措置
システム有効性評価および効率改善に関する委員会」）と呼ばれた。

  1996年7月から開始されたCOM24は、1997年4月にその任務を終了し、作成された「モデル追
加議定書案」が同年5月に特別理事会で承認され、同年9月に署名のため開放された。2000年5月
のNPT運用検討会議において、包括的保障措置協定および追加議定書（Additional Protocol：AP
（INFCIRC/540））を一体化した文書として取り扱うことが合意された。追加議定書に規定され
ている措置と手段は、包括的保障措置協定のそれと統合し運用してはじめて、十分な「保障措置
の強化と合理化」を可能にするものであり、そのため包括的保障措置と追加的議定書に基づく新
しい保障措置を一体化した統合保障措置（Integrated Safeguards：IS）が提唱された。

  2005年末現在、IAEAとの間で追加議定書を発効させた国は71か国である。
  IAEAは、追加議定書に基づきこれらの国から申告されたその国の原子力活動全般や関連する施

設情報をもとに、その完全性と正確性を確保するための補完的アクセス（Complementary
Access：CA）と呼ばれる立入りを実施し、当該国内に未申告の原子力活動がないことを確認して
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いる。2001年には日本を含む13か国で補完的アクセスが88回実施された（図１参照）。2001年7
月時点で、IAEAは国から提出された追加議定書第2条に基づく申告の評価のためのベースライン
国別評価報告を54か国に関して作成し、審査を終了させている（図２参照）。
２．日本の追加議定書の歩み
 日本は1998年12月4日に追加議定書に署名し、関連する原子炉等規制法の改定を経て、1999年
12月16日に発効した。次いで、2000年6月、追加議定書第2条に基づき、約150のサイト内の建物
（合計約5000）に関する説明を含む冒頭報告をIAEAに提出し、この申告に伴う補完的アクセスも
受入れた。2002年10月、従来の包括的保障措置および追加議定書に基づく新しい保障措置活動か
ら、日本において核物質の転用がないこと、未申告の核物質および原子力活動がないこと等が結
論することができるように検討された。
３．包括的保障措置協定と追加議定書の関係
 追加議定書第1条に「保障措置協定の規定は、本議定書の規定に関連しおよび両立する限度にお
いて、本議定書について準用する。保障措置協定と本議定書の規定が抵触する場合においては、
本議定書の規定を適用する」とあり、包括的保障措置協定と本追加議定書が両立する限りは協定
が準用されるが、対立する場合には追加議定書が優先するとされている。また、上述のように、
追加議定書に規定されている措置と手段は、包括的保障措置協定のそれと統合し運用することで
はじめて、十分な「保障措置の強化と合理化」を可能にするものである。
４．追加議定書の構成
 追加議定書は、前文、本文18か条および二つの付属書から構成されており、概要は以下のとお
りである。
 前文：政治的議論のコンセンサスをまとめたもので、（1）IAEAとの包括的保障措置協定締約
国であること、（2）IAEA保障措置システムの有効性強化および効率改善による核不拡散のさら
なる促進が国際社会の願望であること、（3）強化された保障措置の実施は、各国の経済的・技術
的発展並びに原子力平和利用における国際協力を阻害せず、健康、安全性その他の規定および個
人の権利を尊重すること、（4）入手した各種の秘密情報を保護するものであること、（5）本議
定書に規定する活動の頻度および強度を目的に合致する最小限のものにすることが謳われてい
る。
第１条：包括的保障措置協定との関係
第２条：情報の提供
（a）日本国政府は、次の情報を含む報告をIAEAに行う。
 ・核物質を伴わない核燃料サイクル関連研究開発活動に関する情報（政府の関与のあるもの）
（i）
 ・原子力サイト関連情報（操業活動（ii）、建物の概要（iii））
 ・付属書Iに掲げられた活動の規模に関する情報（iv）
 ・現行包括的保障措置協定対象外の核物質情報（ウラン鉱山等（v）、濃縮前等の原料物質
（vi）、現行包括的保障措置協定から免除された核物質（vii）、中・高レベル廃棄物（viii））
 ・付属書IIの特定設備・資材の輸出入情報（ix）
 ・今後10年間の核燃料サイクル関連研究開発活動に関する情報（x）
（b）日本国政府は、次の情報を機関に提供する為にあらゆる合理的な努力を払う。
 ・核物質を伴わない核燃料サイクル関連研究活動に関する情報（政府の関与のないもの）（i）
 ・原子力サイトに機能的に関連する活動の概要（ii）
第５条：補完的アクセスの場所
（a）原子力サイト内の全ての場所（i）、包括的保障措置協定対象外の核物質の所在する場所
（ii）、核物質が使用されていた全ての廃止措置の取られた施設および施設外の場所
（iii）（b＆c）核物質の存在しない原子力サイト外の場所（ただし、日本国政府がアクセスを実
際に確保することが不可能な場合には、他の方法により機関の要求を満たす為にあらゆる合理的
な努力を払う。）
 包括的保障措置制度の運用の効率化；
第11条：機関により通告された査察員について、日本国政府がその拒否を3か月以内に通報しない
限り、日本国への査察員として指名されたものとみなす。
第12条：日本国政府は、査証の要請後１か月以内に数次の出入国査証を発給する。
第14条：通信システム
日本国政府は、機関が行う自由な通信を認め、且つ、これを保護する。
 秘密情報の保護；
第７条：日本国政府および機関は、核不拡散上機微な情報の普及防止等の為、管理されたアクセ
スについての取決めを作成する。
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第15条：機関が知るに至った情報を保護する為に厳重な制度を維持する。
第17条：効力の発生
日本国政府が効力発生の為の要件を満たした旨を通告する日に発効する。
付属書Ｉ：第2条に従い、日本国政府が申告すべき活動の一覧表
付属書II：第2条に従い、日本国政府が申告すべき輸出および輸入に係る報告のための特定設備・
資材の活動の一覧表
５．追加議定書と統合保障措置の開始
 追加議定書に規定された新たな保障措置手段を含む保障措置強化・効率化策が導入されたこと
により、在来の保障措置手段と新たに導入された保障措置手段を統合した統合保障措置が検討さ
れている。IAEAでは、追加議定書を発効させた国で、包括的保障措置協定に基づき申告された核
物質の転用がなく、また、追加議定書に基づく措置により未申告核物質および原子力活動がない
ことの結論が導出された場合にのみ、その国に統合保障措置を適用することとしている。統合保
障措置においては特定の保障措置適用パラメータ（例えば、適時性目標（探知時間）および探知
確率）は、追加議定書による新しい手段により未申告原子力活動の抑止と探知能力が増強される
ことから、照射済核物質の探知時間を3か月から12か月にする等の見直しが行われており、この結
果、年間査察業務量は、大幅に効率化されることが期待される。わが国においては、MOX燃料を
使用しない軽水炉に対する統合保障措置の適用に向けてのリハーサルの実施等、統合保障措置実
施に向けての取組みが精力的に行われた結果、2004年9月には大規模核燃料サイクルを有する国
として世界で初めてIAEAから統合保障措置への移行が認められ、現在実施中である。
６．追加議定書の対象物
 本追加議定書の第2条にこれまで包括的保障措置協定では申告が義務付けられていなかった、閉
鎖又は廃止措置された施設、保障措置開始以前の物質、保障措置から免除された又は保障措置の
終了した物質、核分裂性物質の濃縮、再処理又は放射性廃棄物の処理に関連する核物質を伴わな
い核燃料サイクル関連の研究開発活動および特定設備および非核物質の輸出入に関する情報を提
出すべきことが規定されている。
（1）核燃料サイクル関連の研究開発活動とは、第２条a.（iv）で以下のように規定されている。
 a）同位体濃縮用の遠心分離機回転胴の製作又はガス遠心分離機の組立
 b）ガス拡散同位体濃縮用の拡散隔膜の製作
 c）レーザー同位体濃縮用のレーザーを使用したシステムの製作又はその組立
 d）電磁式同位体分離器の製作又はその組立
 e）化学又はイオン交換同位体分離用のカラム又は抽出設備の製作又はその組立
 f）同位体分離用の空気動力学を用いた分離のノズル又は渦巻管の製作
 g）プラズマの製作又はその組立
 h）ジルカロイ管の製作
 i）重水又は重水素の生産又は精製
 j）原子炉級黒鉛の生産
 k）照射済み燃料用フラスコの製作
 l）原子炉制御棒の製作
 m）臨界安全タンクおよび貯槽の製作
 n）照射済み燃料要素切断機の製作
 o）ホットセルの建設
（2）輸出入の報告が義務付けられている特定の設備および非核物質とは、第2条a.（ix）で以下の
ように規定されている。
 a）原子炉およびその設備
 b）核物質ではない原子炉用資材（重水、黒鉛など）
 c）再処理施設およびその為に特別に設計・製作された設備
 d）燃料要素加工施設
 e）ウラン同位体濃縮工場およびその為に特別に設計・製作された設備
 f）重水、重水素および重水素化合物の生産プラントおよびその為に特別に設計・製作された設
備
 g）ウラン転換施設およびその為に特別に設計・製作された設備
（前回更新：2002年12月）

＜関連タイトル＞
保障措置のあらまし (13-05-02-01)
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保障措置のための目標と技術的手段 (13-05-02-04)
統合保障措置 (13-05-02-21)
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